
 

佐賀関大規模火災について   
 

１．火災の状況 

 

（１）日  時 

  ① 覚 知    令和７年１１月１８日（火） １７時４３分 

  ② 鎮 圧 

 半島部分  令和７年１１月２０日（木） １１時００分 

 蔦  島  令和７年１１月２８日（金） １３時３０分 

  ③ 鎮 火 

 半島部分  令和７年１１月２８日（金） １３時３０分 

 蔦  島  令和７年１２月 ４日（木） １４時００分 

（２）出火場所    大分市佐賀関 

（３）焼損棟数    １８７棟（１２月１日時点） 

（４）罹災世帯    約１３０世帯 

（５）焼損範囲    約４．８９ｈａ（約４８，９００㎡） 

（６）死傷者     死亡 １人（７６歳男性）、 

負傷者１人（５０代女性・頭痛悪寒・搬送済） 

（７）消防機関等の活動状況 

① 大分市 活動状況 

・大分市消防局 活動人員 延べ ５８４人 

・大分市消防団 活動人員 延べ ４０６人 

※消防局・消防団ともに警戒巡回を実施 

② 関係機関 活動状況 
・県内６消防本部 

（別府市、佐伯市、津久見市、臼杵市、豊後大野市、由布市） 

・大分県防災航空隊 

・熊本県防災消防航空隊 

・福岡市消防局消防航空隊 

・陸上自衛隊 

・大分海上保安部 

・大分県警察 

・総務省消防庁 

・大分大学減災・復興デザイン教育研究センター 

  

蔦島 



 

２．市の対応状況等 
 

(１) 市の体制等 

１１月１８日（火） 

１９：３０ 指定緊急避難場所開設（佐賀関公民館） 

１２１世帯 １８０人（１８日２３時時点）※最大避難者 

６６世帯  １０５人（２１日１８時時点）※最小避難者 

５７世帯   ８０人（１２日０７時時点）（ＪＸ金属含む） 

２０：００ 災害警戒連絡室設置 

２３：００ 災害対策本部設置 

２３：５５ 大分県へ自衛隊の災害派遣を要請 

大分県へ災害救助法の適用を要請 

１１月１９日（水） 

０３：００ 災害救助法の適用（大分県） 

０９：００ 第１回災害対策本部会議 

１８：２５ 第２回災害対策本部会議 

１１月２０日（木） 

１１：００ 火災の鎮圧状態（蔦島を除く箇所） 

１１月２１日（金） 

０９：００ 市民サポートセンター設置 

１１月２２日（土） 

０８：３０ 被災住民の現地案内開催 

１１月２３日（日） 

０８：３０ 被災住民の現地案内開催 

１４：００ 被災者生活再建支援法の適用（内閣府） 

１７：００ 消防警戒区域の縮小 

１１月２４日（日） 

１０：００ 第１回被災者説明会（第１部） 

１３：００ 第１回被災者説明会（第２部） 

１１月２９日（土） 

１０：００ 消防警戒区域解除 

１２月 ２日（火） 

１５：００ 第２回被災者説明会（第１部） 

１９：００ 第２回被災者説明会（第２部） 

１２月１７日（水） 

１６：００ 第１５回災害対策本部会議 

 

（２）被災住民の現地案内 

１１月２２日（土） 参加人数 ７６人 

１１月２３日（日） 参加人数 ４０人 

延べ参加人数１１６人 

  



 

（３）住民説明会 

第１回 １１月２４日（月） 

第１部 １０時から  参加人数：約２２０人 

第２部 １３時から  参加人数：約 ５０人 

第２回 １２月 ２日（火） 

第１部 １５時から  参加人数： １０７人 

第２部 １９時から  参加人数：  ６３人 

 

（４）災害廃棄物、家庭ごみの収集について 

１１月２８日（水） 災害廃棄物住民用仮置場等の設置 

１２月 １日（月） 警戒区域の一部規制解除地区のごみステーションでの 

家庭ごみ収集再開 

令和８年１月   公費解体順次開始 

 

（５）１１月２７日より許可証の発行受付開始（１２月１６日現在） 

立ち入り許可証   ３５０人 

通行許可      ４６５人 

一時立入許可    ６６３人 

 

（６）ＪＸ金属製錬㈱佐賀関製錬所 済美寮への希望者受付（１２月３日～４日正午まで） 

入所者数       ４世帯５人（１２月１６日現在） 

 

（７）賃貸型応急住宅の申し込み開始（１２月３日～８日） 

入居決定者数     １４世帯（１２月１６日現在） 

 

（８）公営住宅の提供に関する説明会 

１２月５日（金） 

第１回募集期間（１２月５日～） 

入居決定世帯数   ３１世帯  （１２月１６日現在） 

第２回募集期間（１２月１５日～１６日） 

入居決定世帯数   １１世帯  （１２月１６日現在） 

 

 

（９）罹災証明等発行件数（１２月１６日現在） 

罹災証明        ９８件 

被災証明       １１７件 

 

（１０）支援物資展示・配布会  実施場所：（旧）大志生木小学校体育館 

第１回 １２月 ３日（水）１０時～１５時   参加者５１人 

    第２回 １２月１４日（日）１０時～１５時   参加者６７人 

     

  



 

（１１）その他 

   １１月２２日（土） 

    水道断水状態解除（一部水圧低下箇所の給水活動は継続） 

    電力停電状態解除（送電保留は除く）１１：３０時点 

   １１月２５日（火） 

    幸の浦地区の水圧低下解消に伴い応急給水活動終了 

   １２月 １日（月） 

    「大分市災害ボランティアセンター」設置（大分市社会福祉協議会） 

 

 

３．災害義援金等の受付状況  （１２月１７日現在） 
 

 （１）一般寄付金          ９６，８４６，２２０円    ２１件 

 

 （２）ふるさと納税（企業版） １，０９７，２００，０００円    １６件 

     ふるさと納税（個人）     ８７，０６９，２７９円 ４，６２３件 

上記については、既に入金済みのもののほか、寄附等の申し出をいただいてお

り、今後入金されるものを含みます。 

 

 （３）義援金           ３２１，１２０，３４９円 

     ※１２月１９日（金）～ 申請受付開始 

 

（４）支援物資（法人・個人） 延べ３３１件 

 







大分市佐賀関大規模火災生活再建支援・復興本部を設置しました 

令和７年１１月１８日に佐賀関において大規模な火災が発生し、多くの建物が焼損する甚大

な被害が発生しました。 

被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。 

 同日本市では、災害対策本部を設置し、災害救援法の適用を受け、被災者の救助や避難所の

設置、食品の給与など発災後の応急救助に取り組むとともに、応急仮設住宅の供与や被災者生

活再建支援法に基づく支援金の給付等に取り組んでいます。 

被災者の皆様におかれましては、応急仮設住宅である市営住宅などへの移動が始まっており

ます。今後は、被災者が一日も早く安心で自立的な暮らしを取り戻すことができるよう、まず

は、生活再建支援を重点的に実施するため、被災者のニーズを踏まえた支援の検討・実施を行

うとともに、復興に向けた検討・取組も進める必要があることから、大分市生活再建支援・復

興本部を設置しました。 

 

１．概要 

名  称  大分市佐賀関大規模火災生活再建支援・復興本部 

設 置 日  令和７年１２月１５日（月）       

所掌事務   （１）生活再建支援及び復興に係る基本方

針及び計画に関すること。 

（２）生活再建支援及び復興に係る施策の

推進及び総合調整に関すること。 

（３）生活再建支援及び復興に係る重要な

計画等の年度ごとの評価、目標及び

取組に関する審議、決定その他の進

捗管理に関すること。 

（４）その他生活再建支援及び復興に関し

市長が必要と認める事項 

 

２．生活再建支援・復興本部の組織体制 

 

 

 

 

 

 

 

  

大分市佐賀関大規模火災生活再建支援・復興本部

市長

副市長（2名）

教育長 生活再建支援・復興事務局
上下水道事業管理者

次長

本部員

総合統括部 総務部長 防災危機管理課長

企画部長 企画課長

防災局長

被災者救援部 福祉保健部長

子どもすこやか部長

災害廃棄物対策部 環境部長

物資支援部 商工労働観光部長 ・生活再建支援・復旧・復興施策の総合調整

財務部長 ・生活再建支援・復興施策の進捗管理

保健医療部 福祉保健部次長 ・その他施策の総合調整

地域対策部 市民部長

住宅対策部 都市計画部長

社会基盤対策部 土木建築部長

農林水産部長

児童・生徒対策部 教育部長

上下水道対策部 上下水道部長

消防対策部 消防局長

議会対策部 議会事務局長

※網掛けは主な本部員

・生活再建支援・復興本部の事務局
　及び会議の運営

防災危機管理課
企画課（主）

本部長

副本部長

幹事

事務局長

事務局次長

事務局員

災害対策本部 

本部の移行イメージ 

生活再建支援 

・復興本部 

 



大分市佐賀関大規模火災生活再建支援・復興本部を設置しました 

３．大分市佐賀関大規模火災 被災者生活再建支援制度 支援メニュー集（第 1版） 

 

被災者の生活再建を支援するため、災害救助法や被災者生活再建支援法などに基づき、支援

を行っているほか、国民年金保険料等の免除なども実施しておりますが、内容が多岐にわたる

ことや、被災者個人個人の状況により受けられる支援も変わっていくことから、本市だけでな

く、国、県、民間等で受けられる支援をまとめた支援メニュー集（第 1版）を作成いたしまし

た。このメニュー集は、随時追加、変更してまいります。 

メニュー集を被災者の皆様に配布し、生活再建の支援の一助にしてまいります。 

 

【概要】 

名称：大分市佐賀関大規模火災 被災者生活再建支援制度 支援メニュー集（第 1版） 

公表日：令和 7年 12 月 18 日（木）  

本市ホームページに掲載のほか、被災者の皆様に随時配布 

※今後、随時支援メニューの追加変更を行う 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支援メニュー項目 

1.罹災証明書の発行（1 項目） 

2.経済的な支援（１０項目） 

3.住まいの確保・再建のための支援（8 項目） 

4.生活面への支援（２項目） 

5.各種減免、支払いの猶予等（2４項目） 

6.事業者に関すること（２項目） 

合計 47 項目 

生活再建支援・復興本部 事務局（企画部 企画課） 

報道対応：広聴広報課 内線１０５５ 


